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令和４年度第１５回庁議提案  審議・報告・その他 

                    提 出 日：令和４年１１月７日 

                    担当部・課：産業部商工課〔内線３５２６〕 

① 件  名 

石巻市かわまち交流広場の設置について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

 石巻中央地区の中心市街地は、石巻の歴史、文化、産業を育んできた地域であり、特に旧北上川の川

沿いは、古くから川湊として市民に親しまれてきたことから、このエリアを震災後の観光交流及び地場

産業の復興を先導する新たな拠点とするべく、かわまち交流拠点整備事業として整備を進め、現在まで

にかわまち交流センター、かわまち立体駐車場、かわまちバス駐車場及びかわまち交通広場の整備が完

了し、供用開始している。 

 

【目的】 

 （仮称）かわまち交流広場が令和５年３月に完成することから、石巻市かわまち交流拠点条例に位置

付け、適切な管理・運用を図る。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

石巻市かわまち交流拠点条例（平成２９年条例第２５号） 

石巻市かわまち交流拠点条例施行規則（平成２９年規則第３２号） 

 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】 

 第４章 多彩な人材が活躍し誇りと活気にあふれるまち 

  第４節 地域資源を活かした観光事業の振興 

    １  地域資源を活用した観光誘客を推進する 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

 

 平成２９年 ６月 石巻市かわまち交流拠点条例公布 

（かわまち交流センター、かわまち立体駐車場、かわまちバス駐車場の設置） 

１１月 かわまち立体駐車場・バス駐車場供用開始 

平成３０年 ９月 かわまち交流センター供用開始 

 石巻市かわまち交流拠点条例の一部改正（かわまち交通広場の設置） 

１０月 かわまち交通広場供用開始 

 

⑤ 主な内容 

 

１ 施設概要 

 名称   石巻市かわまち交流広場 

 所在地  石巻市中央二丁目３０６番 

 施設規模 敷地面積 １，８９７．２４㎡ 

 施設機能 ベンチ、屋外ステージ、噴水など 

 

２ 利用時間 

 終日開放（年中無休） 

※営利目的の利用については、午前９時から午後９時までとする。 

 ※噴水については夏季限定の運用とする。 
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３ 使用料 

【算定根拠】 

 全部利用については石巻市都市公園条例の通常利用単価１㎡あたり６円を、一部利用については、キ

ッチンカーなどの設置が想定されるため、同条例の占用単価１㎡あたり１０円を参考にした。 

また、全部利用の算定にあたり、千円未満の端数については、市民や団体に広く利用してもらう趣旨

から切り捨てることとした。 

 ・南広場 貸出面積約８５０㎡×参考単価６円＝５，１００円 ※１００円を切り捨て 

 ・北広場 貸出面積約４００㎡×参考単価６円＝２，４００円 ※４００円を切り捨て 

・電源使用料については県内類似施設（岩沼駅前広場）を参考にした。 

 

４ 利用申込み 

 イベント等で利用する場合、原則として利用期日の３か月から３日前までに申し込む。 

 

５ 運営方法 

 指定管理を行わせることができる施設とする。 

 

利用区分 １日当たりの使用料 

営利を目的としない利用 無料 

営利を目的とする利用 全部利用 南広場 ５，０００円 

北広場 ２，０００円 

一部利用 利用面積１平方メートルにつき１０円 

電源（コンセント）の利用 １口につき５００円 

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

 【影響・効果】 

 かわまち交流拠点エリア利用者の憩いの場として中心市街地の魅力向上が図られるとともに、屋外イ

ベントの場が増えることで、中心市街地における交流人口の増加と賑わいの創出が図られる。 

  

【市財源への負担】 

 管理運営費 ９３１千円／年（一般財源） 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

岩沼市 岩沼市駅前広場 面積約７００㎡ 

 ・非営利目的の使用 無料 

・営利目的の使用 使用料５，０００円（１㎡につき約７．１円） 

・電源使用料１か所につき１日５００円 

白石市 中心市街地活性化広場（すまｉ
ぃ

る広場） 面積約８０２㎡ 

・広場使用 １２時間換算７，５６０円（１㎡につき約９．４円） 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

令和４年１２月 市議会第４回定例会に石巻市かわまち交流拠点条例の一部を改正する条例について 

提案（施行予定年月日：令和５年４月１日） 

 令和５年 ２月 令和５年市議会第１回定例会に指定管理者の指定について提案 

 ３月 かわまち交流広場の完成 

 指定管理に係る変更基本協定の締結 

 ４月 指定管理に係る年度協定の締結 

供用開始 

⑨ その他 

 

 

 


